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ENERGY STAR®プログラム要件
画像機器の製品基準

画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法
バージョン2.0 –明確化版

（2012年6月）

1　概要
画像機器のENERGY STAR適合基準における要件への製品準拠を判断する際には、以下の試験方法
を使用すること。

２　適用範囲
ENERGY STAR試験要件は、評価される製品の特性によって決まる。表1は、本書における各章の適用
範囲を判断するために使用すること。

表１：製品の形式、印刷技術による測定方法

機器の種類 媒体形式 マーキング技術 ENERGY STAR
評価方法

複写機
標準 感熱（DT）、染料昇華（DS）、電子写真

（EP）、固体インク（SI）、熱転写（TT）
標準消費電力量

（TEC）
大判 DT、DS、EP、SI、TT 動作モード（OM）

デジタル印刷機 標準 ステンシル TEC

ファクシミリ 標準
DT、DS、EP、SI、TT TEC
インクジェット（IJ） OM

郵便機械 すべて DT、EP、IJ、TT OM

複合機
(MFD)

標準
高性能IJ、DT、DS、EP、SI、TT TEC
IJ、インパクト OM

大判 DT、DS、EP、IJ、SI、TT OM

プリンタ
標準

高性能IJ、DT、DS、EP、SI、TT TEC
IJ、インパクト OM

大判又は小判 DT、DS、EP、インパクト、IJ、SI、TT OM
小判 高性能IJ TEC

スキャナ すべて 該当無し OM
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3　定義
特段の規定が無い限り、本書で使用されるすべての用語は、画像機器のENERGY STAR適合基準にお
ける定義と一致する。

４　試験設定
A） 試験設定と計測装置：本測定方法のすべての部分に関する試験設定と計測装置は、特段の記

載が無い限り、IEC 62301, Ed 2.0「家電製品の待機時消費電力の測定（Measurement of 
Household Appliance Standby Power）」の第4章「測定の一般条件（General Conditions for 
Measurement）」における要件に従うこと。要件の矛盾が発生した場合には、本測定方法が優先す
る。

B） 交流入力電力：交流幹線電力源からの給電が意図されている製品は、表２又は表３に規定されると
おりに、目的の市場に適した電圧源に接続すること。

1） 外部電源装置（EPS）と共に出荷される製品には、最初にEPSを接続し、その後、表2または表
3に規定される電圧源に接続すること。

2） 特定の市場の電圧／周波数の組み合わせとは異なる電圧／周波数の組み合わせ（例：北米に
おける230 V、60Hz）で動作すると製品が見なされる場合は、製造事業者による当該機器の
定格電圧／周波数の組み合わせでその機器を試験すること。また使用した電圧／周波数を報
告すること。

表２： 銘板定格電力が1500W以下の製品に対する入力電力要件

市場 電圧 電圧
許容範囲

最大
全高調波歪み 周波数 周波数

北米、台湾 115 V ac +/− 1.0 % 2.0% 60 Hz +/− 1.0 %

欧州、豪州、
ニュージーランド 230 V ac +/− 1.0 % 2.0% 50 Hz +/− 1.0 %

日本 100 V ac +/− 1.0 % 2.0% 50 Hz又は
60 Hz +/− 1.0 %

表３： 銘板定格電力が1500W超の製品に対する入力電力要件

市場 電圧 電圧
許容範囲

最大
全高調波歪み 周波数 周波数

北米、台湾 115 V ac +/− ４.0 % 5.0% 60 Hz +/− 1.0 %

欧州、豪州、
ニュージーランド 230 V ac +/− ４.0 % 5.0% 50 Hz +/− 1.0 %

日本 100 V ac +/− ４.0 % 5.0% 50 Hz又は
60 Hz +/− 1.0 %
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C） 低電圧直流入力電力：

1） 低電圧直流電力源が製品にとって唯一許容可能な電力源である（すなわち、交流プラグまたは
EPSがない）場合、その製品は、（例：ネットワーク接続またはデータ接続を介して）低電圧直流
電源のみから電力供給を受けることができる。

2） 低電圧直流により給電される製品は、試験のため直流電力の交流電源と共に構成されている
こと（例：交流給電されるユニバーサルシリアルバス（USB）ハブ）。

a）試験に使用される直流電力の交流電源は、すべての試験について記録し報告する。

3） 被試験機器（UUT：unit under test）に対する電力には、本試験方法の第5章に基づき測定
される以下の消費電力が含まれていること。

a）被試験機器を負荷として有する低電圧直流電源の交流消費電力（PL）。および

b）無負荷時の低電圧直流電源の交流消費電力（PS）。

D） 周囲温度：周囲温度は、23℃±5℃であること。

E） 相対湿度：相対湿度は、10％～80％であること。

F） 電力計測器：電力計測器は、以下の特性を有すること。

1） 最低周波数応答：3.0 kHz

2） 最低分解能：

a) 10W未満の測定値に対して0.01W。

b) 10W～100Wの測定値に対して0.1W。

c) 100W～1.5kWの測定値に対して1W。

d) 1.5kWを超える測定値に対して10W。

e) 積算された消費電力量の測定値は、平均消費電力に変換されるときに、通常これら数
値と一致する分解能を有すること。積算消費電力量の測定に関して、計測機器および
計測設定を決めるのは最大消費電力値であることから、所要の精度を決定する性能指
数は消費電力の平均値ではなく、測定時における最大消費電力値である。

G） 測定の不確実性 
1

：

１）0.5W以上の測定値は、95%の信頼水準において2%以下の不確実性を有すること。

２）0.5W未満の測定値は、95%の信頼水準において0.02W以下の不確実性を有すること。

H） 時間の計測：：時間の計測は、標準的なストップウォッチまたは少なくとも1秒の分解能を有する他の
計時装置を使用して行うことができる。

I） 用紙仕様：

1）標準形式の製品は、表４に従い試験すること。

1　測定の不確実性の計算は、IEC 62301 Ed. 2.0 の別表 D に従い実施すること。計測装置に起因する不確実性のみを算出すること。
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2）大判、小判、および連続形式の製品は、対応する用紙サイズを用いて試験すること。

表４： 用紙サイズと重量の要件

市場 用紙サイズ 坪量（g/m2）
北米、台湾 8.5”×11” 75

欧州、豪州、ニュージーランド A4 80
日本 A4 64

5　すべての製品に対する低電圧直流電源の測定
1） 直流電源を、電力計測器と、表２に規定される適切な交流電源に接続する。

2） 直流電源が無負荷状態であることを確認する。

3） 少なくとも30分間にわたり直流電源を安定させる。

4） 本測定方法の７.（1）A）項に従って、無負荷状態の直流電源電力（PS）を測定し記録する。

6 すべての製品に対する試験前のUUT設定

6.1 一般設定

A） 出荷時の条件：別段の指示がない限り、製品は全て試験方法として「出荷時」構成で試験するこ
と。

B） 計算および報告用の製品速度：：すべての計算および報告用の製品速度は、以下の基準に基づき製
造事業者が主張する最高速度であり、1分あたりの画像数（ipm：images per minute）で表され、
最も近い整数に四捨五入される。

1） 通常、標準サイズの製品の場合、1分間にA4または8.5"×11"の用紙1枚の片面をプリント／複写
／スキャンすることは、1（ipm）に相当する。

a）両面モードで動作する際に、1分間にA4または8.5"×11"の用紙1枚の両面をプリント
／複写／スキャンすることは、2（ipm）に相当する。

2） すべての製品について、製品速度は以下に基づいていること。

a) 製造事業者による公称モノクロームプリント最高速度、ただし製品がプリントできな
い場合を除く。後者に該当する場合には、下記。

b) 製造事業者による公称モノクローム複写最高速度、ただし製品がプリント又は複写で
きない場合を除く。後者に該当する場合には、下記。

c) 製造事業者による公称スキャン速度。

d) 製造事業者が、製品をある市場において適合にする際に、異なる用紙サイズ（例：A4
と8.5"×11"）を使用して当該製品を別の市場において適合にしたときの試験結果を使
用したいと考えており、また表５に基づき判断された最大公称速度が、異なるサイズ
の用紙に画像を生成するときに異なる場合には、最も速い速度を使用すること。
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表５： 標準、小判、および大判形式の製品に対する製品速度の算出式

媒体形式 媒体サイズ

製品速度 s
（ipm）

本表において、
•  sPは、任意の媒体を処理しているときの、1分間あた
りの画像数による最大公称モノクロ速度。

• wはメートル単位（m）による媒体の幅。
• ℓはメートル単位（m）による媒体の長さ。

標準
8.5”×11” sP

A4 sP

小判
4”×6” 0.25×sP

A6 0.25×sP

A6又は4”×6”未満 16×w×ℓ ×sP

大判
A2 4×sP

A0 16×sP

3） 連続形式の製品の場合、製品速度は計算式１により算出すること。

計算式１： 連続形式の製品速度の計算

s=16×w×sL

上記の式において、

• sは製品速度であり、ipmで表される。

• wは媒体の幅であり、メートル（m）で表される。

• sLは最大公称モノクロ速度であり、１分間あたりのメートル数で表される。

4） 郵便機械の場合、製品速度は1分間あたりの郵便物数（mppm）で報告すること。

5） 上記で算出される、すべての計算および適合に用いられる製品速度は、試験に使用される製品
速度と同一ではない可能性がある。

C） カラー：カラー対応製品は、モノクロ（黒色）画像を生成して試験すること。

1） 黒色インクの無い製品については、合成黒色を使用すること。

D） ネットワーク接続：出荷時にネットワーク接続能力を有する製品は、ネットワークに接続すること。

1） 製品は、試験の間にわたり、1つのネットワーク接続またはデータ接続にのみ接続されているこ
と。

a）コンピュータ１台のみを、直接又はネットワークを介したいずれかの方法により、被
試験機器に接続することができる。

2） ネットワーク接続の種類はUUTの特性によって判断され、機器の出荷時において利用可能な
表6における最上位の接続であること。
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表６： 試験に使用されるネットワーク接続又はデータ接続

試験に使用される接続の
望ましい順位

（UUTが提供する場合
による）

接続の種類

1 イーサネット － 1 Gb/s
2 イーサネット － 100/10 Mb/s
3 USB 3.x
4 USB 2.x
5 USB 1.x
6 RS232
7 IEEE 12842

8 Wi-Fi
9 他の有線接続 －最高速度から最低速度が望ましい順である。
10 他の無線接続 －最高速度から最低速度が望ましい順である。

11
上記のいずれにも該当しない場合は、どのような接続であっても
その装置が提供する接続を使用して試験する（あるいは接続を
使用せずに試験する）。

3） 上記の第6.1.C）2）項に準じてイーサネットに接続される製品であり、エネルギー高効率イーサ
ネット（IEEE規格802.3az） 

3

への対応能力を有するものについては、試験の間、同様にエネル
ギー高効率イーサネットに対応するネットワークスイッチまたはルーターに接続すること。

4） いかなる場合においても、試験において使用した接続の種類を報告すること。

E） 修理／保守モード：UUTは、試験の間、カラー校正を含め修理／保守モードではないようにするこ
と。

1） 修理／保守モードは、試験の前に無効にしておくこと。

2） 修理／保守モードを無効にする方法に関する情報がUUTと同梱される製品資料に含まれてい
ない、あるいはオンライン上で容易に入手できない場合、製造事業者は、これらモードを無効に
する方法を詳述する説明書を提供すること。

3） 修理／保守モードを無効にできず、修理／保守モードが2番目以降のジョブにおいて発生する
場合は、修理／保守モードを伴う当該ジョブの結果を、代替ジョブによる結果と差し換えるこ
と。この場合、代替ジョブは試験手順におけるジョブ4の直後に挿入し、代替ジョブの追加を報
告すること。各ジョブの時間は15分とすること。

2　パラレルまたはセントロニクスインターフェースとも呼ばれる。
3　電気電子技術者協会（Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE））規格 802.3az-2010,「情報技術に関する IEEE 規格 
－ システム間の電気通信および情報交換 － ローカルおよび大都市エリアネットワーク － 特定要件 － 第 3 部：キャリア検知多重ア
クセス／衝突検出（CSMA/CD）アクセス方法および物理層の仕様（IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications 
and Information Exchange Between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 3: Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications）」2010
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6.2　ファクシミリの設定

A）  電話回線に接続するすべてのファクシミリおよびファクシミリ機能を有する複合機は、試験の間にわ
たり電話回線に接続し、また当該UUTがネットワーク対応の場合には、表６に規定されるネットワー
クにも接続すること。

1） 有効状態の電話回線が利用できない場合には、代用として回線模擬装置を使用することがで
きる。

2） ファクシミリのみがファクシミリ機能を使用して試験される。

B）  ファクシミリは、ジョブあたり1画像で試験すること。

6.3 デジタル印刷機の設定

A） 以下に注記される事項を除き、デジタル印刷機については、出荷時の能力に基づき、プリンタ、複写
機、または複合機として設定し試験すること。

1） 最大公称速度と初期設定の出荷時速度が異なる場合には、初期設定の出荷時速度ではなく、
試験の実施を目的としたジョブの大きさの判断に使用される速度でもある、最大公称速度にお
いてデジタル印刷機を試験すること。

2） デジタル印刷機の場合、画像原本は1つのみであること。

7 すべての製品に対する試験前のUUT初期化

7.1 一般的な初期化

A） 試験を開始する前に、UUTを以下のとおりに初期化すること。

1） 製造事業者の説明書または資料における指示に従いUUTを設定する。

a）給紙装置など、基本製品と共に出荷され、最終使用者による設置あるいは取り付けが
意図されている付属品は、その製品モデルに対して意図されているとおりに設置する
こと。試験用の規定用紙を入れるように指定されている給紙トレイのすべてに用紙を
準備し、UUTは出荷時の給紙トレイ設定を使用して初期設定の給紙トレイから用紙を
引き出すこと。

b）製品が試験の間にわたり、直接的またはネットワーク介したいずれかの方法によりコ
ンピュータに接続している場合、本試験方法において特段の規定が無い限り、そのコ
ンピュータは、出荷時の初期設定に相当する設定を使用して、試験時に利用可能な当
該製造事業者による初期設定ドライバの最新バージョンを実行していること。試験に
使用したプリンタドライバのバージョンを記録すること。

i） 設定に初期値が無く、また本試験方法にも明記されていない場合には、試験実施者の
判断に準じて設定し、その設定を記録すること。

ii） 機器がネットワークを介して接続しており、複数のコンピュータがそのネットワークに
接続している場合、プリンタドライバの設定は、UUTにプリントジョブを送信するコン
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ピュータのみに適用する。

c）幹線電力源に接続していないときにバッテリの電力で動作するように設計されている
製品については、すべての試験においてバッテリを取り外しておくこと。バッテリ
パックを使用しない動作が対応可能な構成ではないUUTについては、満充電状態の
バッテリパックを搭載して試験を実施し、必ず試験結果にその構成を報告すること。
バッテリが満充電状態であることを確保するために、以下の手順を実施すること。

i） バッテリが満充電状態であることを示す表示器を有するUUTの場合は、表示が示され
た後さらに5時間にわたり充電を継続する。

ii） 充電表示器は無いが、製造事業者の説明書に当該バッテリまたはバッテリの当該容量
の充電が完了する予測時間が示されている場合は、製造事業者が示す時間の経過後
さらに5時間にわたり充電を継続する。

iii） 表示器が無く、説明書に予測時間の記載が無い場合は、充電時間を24時間にするこ
と。

2） UUTを該当する電力源に接続する。

3） UUTの電源を入れ、規定どおりに初期システム設定を実行させる。初期設定移行時間が、製
品基準および／または製造事業者の推奨に準じて設定されていることを確認する。

a) 試験用の製品速度：初期設定の出荷時構成における速度設定を用いて製品を試験する
こと。

b) TEC製品の自動オフ：プリンタ、デジタル印刷機、ファクシミリ、またはプリント機
能を有する複合機に自動オフ機能があり、出荷時において有効にされている場合は、
試験の前に当該機能を無効にすること。

c) OM製品の自動オフ：製品に出荷時において有効にされている自動オフモードがある場
合は、当該機能を試験の間にわたり有効にしておくこと。

4） 使用者が調節可能な除湿機能は、試験の間にわたり停止あるいは無効にしておくこと。

5） 事前調整：UUTをオフモードにした後、そのUUTを15分間アイドル状態にしておく。

a）EP－TEC製品については、追加105分間にわたりUUTをオフモードにしておく。その
ため合計で少なくとも120分間（2時間）となる。

b）事前調整は、各UUTに対する最初の試験を開始する前においてのみ必要とされる。

8 標準消費電力量（TEC）試験手順

8.1 ジョブ構成A） 1日あたりのジョブ数

A） 1日あたりのジョブ数：1日あたりのジョブ数（NJOBS）は表7に規定されている。
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表７： 1日あたりのジョブ数（NJOBS）

モノクロ製品速度 s（ipm） 1日あたりのジョブ数（NJOBS）
s ≤ 8 8

8 < s < 32 s
s ≥ 32 32

B） ジョブあたりの画像数：ファクシミリを除き、画像数は以下の計算式2に従って算出すること。便宜の
ため、本書の最終ページに示される表11には、100ipmまでの整数による各製品速度に対するジョ
ブあたりの画像数の計算結果が示されている。

計算式2： ジョブあたりの画像数の計算

NIMAGES ={  1 s<4 } int [ (0.5×s2）] s≧4 　  
     NJOBS

上記の式において、

• NIMAGESは、ジョブあたりの画像数であり、端数を切り捨てて最も近い整数にする。

• sは、1分間あたりの画像数（ipm）によるモノクロ最大公称速度であり、本測定法の４．1．
A）において算出される。

• NJOBSは、1日あたりのジョブ数であり、表７に基づき算出される。

C） 試験画像：国際標準化機構（ISO）／IEC規格 10561：1999の試験パターンAを、すべての試験の画
像原本として使用すること。

1） 試験画像は、10ポイントサイズの固定幅Courierフォント（または、最も類似するもの）で表示さ
れていること。

2） 製品がドイツ語文字を再生できない場合は、ドイツ語特有の文字を再生する必要はない。

D） プリントジョブ：試験用のプリントジョブは、各ジョブをプリントする直前に、表6において指定される
ネットワーク接続を介して送信すること。

1） プリントジョブにおける各画像は個別に送信される（すなわち、すべての画像は同一文書の一
部であってよい）が、（製品がデジタル印刷機である場合を除き）単一画像原本の多重複写物と
して文書において特定されてはならない。

2） ページ記述言語（PDL）（例：プリンタコマンド言語PCL、Postscript）に対応可能なプリンタ
および複合機の場合、画像はPDLで製品に送信すること。

E） 複写ジョブ：

1） 速度が20ipm以下の複写機の場合は、所要の画像ごとに原本が１つあること。

2） 速度が20ipmを超える複写機の場合は、（つまり原稿送り装置の能力に限りがあるために）所
要画像原本数に合わせることができない可能性がある。この場合、各原本を多重複写すること
が認められるが、原本数は10以上とすること。
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例：ジョブあたり39画像を必要とする50 ipmの機器の場合、試験は、原本10枚を4回複写するか、
あるいは原13枚を3回複写して実施することができる。

３） 試験開始前に原本を原稿送り装置に置くことができる。

a) 原稿送り装置の無い製品は、プラテン上に置いた単一原本からすべての画像を作成すること
ができる。

F） ファックスジョブ：ファックスジョブは、各ジョブを実行する直前に、接続されている電話線又は電話
線模擬装置を介して送信すること。

8.3　測定手順

A） TECの測定は、以下の規定に従い、プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およ
びプリント機能付き複合機の場合には表８に準じて、また複写機、プリント機能の無いデジタル印
刷機、およびプリント機能の無い複合機の場合には表９に準じて実施すること。

1） 用紙：規定のプリント又は複写ジョブを実行するための十分な用紙が被試験機器に用意されて
いること。

2） 両面機能：製品は、両面モード出力速度が片面モード出力速度より速い場合を除き、片面モー
ドで試験すること。なお両面モード出力速度の方が速い場合は、両面モードで試験すること。
すべての場合において、試験した機器のモードと使用した印刷速度は必ず記録しなければなら
ない。複写用の原本は片面画像であること。

3） 消費電力量測定方法：すべての測定値は、時間にわたり積算された消費電力としてWhで記録
し、すべての時間は分単位で記録すること。

a)「計測器の目盛りをゼロに合わせる(zero meter)」とは、計測器の目盛を物理的にゼロ
に合わせるのではなく、その時間の積算電力量を記録することにより達成できる。
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表８：プリンタ、ファクシミリ、プリント機能付きデジタル印刷機、およびプリント機能付き複合機のTEC試験手順

段階 初期の
状態 動作 記録

（段階終了時） 測定単位
測定される
可能性の
ある状態

1 オフ

機器に計測器を接続する。
機器に電力が供給されており、オフモードである
ことを確保する。
計測器の目盛りをゼロに合わせてから、５分間
以上にわたり消費電力量を測定する。
消費電力量と時間の両方を記録する。

オフ時
消費電力量

ワット時
（Wh）

オフ
試験間隔時間 分

（min）

2 オフ
機器の電源を入れる。
機器が稼働準備（レディ）であることを示すまで
待機する。

― ― ―

３ 稼働準備
（レディ）

表11に従い、１つ以上の出力画像によるジョブを
１つだけプリントする。
１枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間
を測定し記録する。

稼働０の時間 分
（min） ―

4
稼働準備
（又は
その他）

機器が最終のスリープモードに移行したことを
計測器が示すまで、あるいは製造事業者により
指定された時間が経過するまで待機する。

― ― ―

5 スリープ
計測器の目盛りをゼロに合わせてから、１時間
にわたり消費電力量と時間を測定する。
消費電力量と時間を記録する。

スリープ時
消費電力量
（ESLEEP）

ワット時
（Wh）

スリープ
スリープ時間
（tSLEEP）
（≦１時間）

分
（min）

6 スリープ

計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。
（上記で算出された）ジョブを１つプリントす
る。消費電力量と時間を測定する。
１枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間
を記録する。
ジョブの開始から15分間にわたり消費電力量を
測定する。ジョブは、その15分間で完了しなけれ
ばならない。

ジョブ１の
消費電力量
（EJOB1）

ワット時
（Wh） 復帰、

稼働、
稼働準備、
スリープ稼働１の時間 分

（min）

7
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す。

ジョブ２の
消費電力量
（EJOB2）

ワット時
（Wh）

同上

稼働２の時間 分
（min）

8
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す（稼働時間の測定無し）。
ジョブ３の
消費電力量
（EJOB3）

ワット時
（Wh） 同上

9
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す（稼働時間の測定無し）。
ジョブ４の
消費電力量
（EJOB4）

ワット時
（Wh） 同上

10
稼働準備
（又は
その他）

計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。
機器がスリープモードに移行したことを、又は複
数のスリープモードを有する機器の場合には最
終のスリープモードに移行したことを、計測器お
よび／又は機器が示すまで、もしくは製造事業
者により指定された時間が提供されている場合
にはその時間が経過するまで、消費電力量と時
間を測定する。
消費電力量と時間を記録する。

最終の
消費電力量
（EFINAL）

ワット時
（Wh）

稼働準備、
スリープ

最終の時間
（tFINAL）

分
（min）

注）段階４および段階10：最終のスリープモードに移行したことを示さない機器については、試験用に、最終のス
リープモードに移行するまでの時間を指定すること。
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表９： 複写機、プリンタ機能の無いデジタル印刷機、プリンタ機能の無い複合機のTEC試験手順

段階 初期の
状態 動作 記録 測定単位

測定される
可能性の
ある状態

1 オフ

機器に計測器を接続する。
機器に電力が供給されており、オフモードである
ことを確保する。
計測器の目盛りをゼロに合わせてから、５分間
以上にわたり消費電力量を測定する。
消費電力量と時間の両方を記録する。

オフ時
消費電力量

ワット時
（Wh）

オフ
試験間隔時間 分

（min）

2 オフ
機器の電源を入れる。
機器が稼働準備（レディ）であることを示すまで
待機する。

― ― ―

３ 稼働準備
（レディ）

ジョブ表に従い、１つ以上の画像によるジョブを
１つだけ複写する。
１枚目の用紙が機器から排出されるまでの時間
を測定し記録する。

稼働０の時間 分
（min） ―

4
稼働準備
（又は
その他）

機器が最終のスリープモードに移行したことを
計測器が示すまで、あるいは製造事業者により
指定された時間が経過するまで待機する。

― ― ―

5 スリープ
計測器の目盛りをゼロに合わせてから、１時間
にわたり、あるいは機器が自動オフモードに移
行するまで、消費電力量と時間を測定する。
消費電力量と時間を記録する。

スリープ時
消費電力量 ワ ット 時

（Wh）
スリープ

スリープ時間
（≦１時間）

分
（min）

6 スリープ

計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。
（上記で算出された）ジョブを１つ複写する。消
費電力量と時間を測定する。
１枚目の用紙が機器から排出されるまでの消費
電力量と時間を計測し記録する。
ジョブの開始から15分間にわたり消費電力量を
測定する。ジョブは、その15分間で完了しなけれ
ばならない。

ジョブ１の
消費電力量
（EJOB1）

ワット時
（Wh） 復帰、

稼働、
稼働準備、
スリープ、
自動オフ稼働１の時間 分

（min）

7
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す。

ジョブ２の消費
電力量（EJOB2）

ワット時
（Wh）

同上
稼働２の時間 分

（min）

8
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す（稼働時間の測定無し）。
ジョブ３の
消費電力量
（EJOB3）

ワット時
（Wh） 同上

9
稼働準備
（又は
その他）

段階６を繰り返す（稼働時間の測定無し）。
ジョブ４の
消費電力量
（EJOB4）

ワット時
（Wh） 同上

10
稼働準備
（又は
その他）

計測器と計時装置の目盛りをゼロに合わせる。
機器が自動オフモードに移行したことを、計測器
および／又は機器が示すまで、もしくは製造事
業者により指定された時間が経過するまで、消
費電力量と時間を測定する。
消費電力量と時間を記録する。
機器がこの段階を自動オフモードのときに開始
する場合には、消費電力量および時間の両方を
ゼロと報告すること。

最終の
消費電力量
（EFINAL）

ワット時
（Wh）

稼働準備、
スリープ

最終の時間
（tFINAL）

分
（min）

１１ 自動オフ
計測器の目盛りをゼロに合わせてから、5 分間
以上にわたり消費電力量と時間を測定する。
消費電力量と時間の両方を記録する。

自動オフ時消費
電力量（EAUTO） ワット時

（Wh）
スリープ、
自動オフ自動オフの時間

（tAUTO）

注）段階４および段階10：最終のスリープモードに移行したことを示さない機器については、試験用に、最終のス
リープモードに移行するまでの時間を指定すること。
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9　動作モード（OM）試験手順

9.1　測定手順

A） OM消費電力および移行時間の測定は、以下の規定に従い、表10に準じて実施すること。

1） 消費電力測定値：すべての消費電力測定値は、以下に説明されるとおり、平均消費電力または
積算消費電力量のいずれかの方法を使用して得られていること。

a）平均消費電力の方法：有効平均消費電力は、使用者が選択した時間にわたり測定され
ていること。なお、この測定時間は5分以上であること。

i） 5分間持続しないモードについては、そのモードの全時間にわたり有効平均消費電力を
測定すること。

b）積算消費電力量の方法：試験装置が有効平均消費電力を測定できない場合は、使用者
が選択した時間にわたる積算消費電力量を測定すること。試験時間は5分以上とする。
平均消費電力は、積算消費電力量（Wh:ワット時間）を試験時間(Hr:時間)で除算する
ことにより判断される。

i） 5分間持続しないモードについては、そのモードの全時間にわたり有効平均消費電力を
測定すること。

c）試験したモードの消費電力が周期的である場合には、試験時間に完全な周期が1つ以
上含まれるようにすること。
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表10：動作モード（OM）測定手順

段階 初期の
状態 動作 記録 測定単位

1 オフ
機器に計測器をプラグ接続する。機器の電源を入れる。
機器が稼働準備（レディ）であることを示すまで待機す
る。

―

2 稼働準備
（レディ） 画像を１つプリント、複写、又はスキャンする。 ―

3 稼働準備
（レディ） 稼動準備時消費電力を測定する。

稼動準備時
消 費 電 力 
（PREADY）

ワット
（W）

4 稼働準備
（レディ）

スリープに移行するまで待機し、スリープに対する初期設
定移行時間を測定する。

スリープ初期 
設定移行時間 
（tSLEEP）

分
（min）

5 スリープ スリープ時消費電力を測定する。
スリープ時
消費電力
（PSLEEP）

ワット
（W）

6 スリープ
自動オフに移行するまで待機し、自動オフに対する初期設
定移行時間を測定する。（自動オフモードが無い場合には
省略する。）

自動オフ
初期設定
移行時間

分
（min）

7 自動オフ 自動オフ時消費電力を測定する。（自動オフモードが無い
場合には省略する。）

自動オフ時
消費電力
（PAUTO-OFF）

ワット
（W）

8 自動オフ
手動で装置の電源を切り、機器がオフになるまで待機す
る。（手動のオン-オフスイッチが無い場合は、その旨を記
録し、最も消費電力が小さいスリープ状態になるまで待機
する。）

― ―

9 オフ
オフ時消費電力を測定する。（手動のオン-オフスイッチが
無い場合は、その旨を記録し、スリープモード消費電力を
測定する。）

オフ時
消費電力
POFF

ワット
（W）

注記：
• 段階１ － 機器に稼働準備（レディ）表示機能が無い場合は、消費電力値が稼働準備水準に安定す

るまで待機する。また、データを報告する際にその詳細を記載する。
• 段階４  － 初期設定移行時間は、ジョブの完了から機器がスリープモードに移行するまで測定する

こと。
• 段階４および段階５ － スリープ段階が複数ある製品については、連続するすべてのスリープ段階を

測定するために必要な回数だけ段落４と５を繰り返し、データを報告する。２つのスリープ段階は、通
常高熱マーキング技術を使用する大判の複写機および複合機に用いられている。このモードの無い
製品については、段階４および段階５を省略する。

• 段階４および段階５ – スリープモードの無い製品については、稼働準備（レディ）から測定を実行し、
記録する。

• 段階４および段階６ – 初期設定移行時間は並列的に計測し、段階４の開始から積算する。例えば、
スリープ段階に15分で移行し、最初のスリープ段階に移行してから30分後に2番目のスリープ段階に
移行するように設定されている製品は、最初のスリープ段階に対して15分の初期設定移行時間を、ま
た2番目のスリープ段階に対して45分の初期設定移行時間を有することになる。
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10　デジタルフロントエンド（DFE）を有する製品に対する試験手順
本手順は、画像機器のENERGY STARプログラム要件の第1章に定義されるDFEを有する製品に対して
のみ適用される

10.1　稼働準備（レディ）モードDFE試験

A） 出荷時においてネットワーク対応の製品は、試験の間にわたりネットワークに接続されていること。
使用するネットワーク接続は、表6を利用し判断すること。

B） DFEに単独の主電源コードが有る場合は、その電源コードおよび制御装置が画像製品の内部また
は外部であるかに関係無く、DFE単独の消費電力測定を10分間行い、主製品が稼働準備（レディ）
モードである間の平均消費電力を記録すること。

C） DFEに単独の主電源コードが無い場合、試験実施者は、機器全体が稼働準備（レディ）モードのと
きにDFEに要する直流電力を測定すること。DFEに対する直流入力の消費電力測定を10分間行
い、主製品が稼働準備（レディ）モードの間の平均消費電力を記録すること。これは通常、DFEに対
する直流入力の瞬間的消費電力を測定することにより達成される。

10.2 スリープモードDFE試験

本試験は、1時間におけるDFE装置のスリープモード消費電力を得るために実施すること。結果として得
られた数値は、ネットワーク対応スリープモードを有するDFEが組込まれている画像機器製品を適合にす
るために使用される。

A） 出荷時においてネットワーク対応の製品は、試験の間にわたりネットワークに接続されていること。
使用するネットワーク接続は、表6を利用し判断すること。

B） DFEに単独の主電源コードが有る場合は、その電源コードおよび制御装置が画像製品の内部または
外部であるかに関係無く、DFE単独の消費電力測定を1時間行い、主製品がスリープモードである
間の平均消費電力を記録すること。1時間の消費電力測定の終わりに、プリントジョブを１つ主製品
に送信し、DFEが有効状態であることを確保すること。

C） DFEに単独の主電源コードが無い場合、試験実施者は、機器全体がスリープモードのときにDFEに
要する直流電力を測定すること。DFEに対する直流入力の消費電力測定を1時間行い、主製品がス
リープモードの間の平均消費電力を記録すること。1時間の消費電力測定の終わりに、プリントジョ
ブを１つ主製品に送信し、DFEが有効状態であることを確保すること。

D） B）およびC）においては、以下の要件が適用される。

1） 製造事業者は、以下に関する情報を提供すること。

a） DFEのスリープモードが出荷時において有効にされているかどうか。および、

b） DFEがスリープに移行するまでの予測時間。

2） DFEが1時間後のプリント要求に応答しない場合は、試験において測定された稼働準備（レ
ディ）モード消費電力をスリープモード消費電力として報告すること。

注記：製品試験のために製造事業者が指定および提供したすべての情報は、公的に入手可能であること。
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11 参考資料
A） ISO/IEC 10561:1999. 情報技術－オフィス機器－プリント装置－スループット測定方法―クラス1

およびクラス2プリンタ（Information Technology－Office Equipment－Printing devices －
Method for measuring throughput－Class 1 and Class 2 printers）。

B） IEC 62301:2011. 家庭用電気製品－待機時消費電力の測定（Household Electrical Appliances 
– Measurement of Standby Power）Ed. 2.0。（レディ）状態の消費電力をスリープモード消費電
力として報告すること。
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速度
(ipm)

ジョブ数/
日(NJOB)

端数未処理画
像数/ジョブ

画像数/
ジョブ 画像数/日

1 8 0.06 1 8
2 8 0.25 1 8
3 8 0.56 1 8
4 8 1.00 1 8
5 8 1.56 1 8
6 8 2.25 2 16
7 8 3.06 3 24
8 8 4.00 4 32
9 9 4.50 4 36

10 10 5.00 5 50
11 11 5.50 5 55
12 12 6.00 6 72
13 13 6.50 6 78
14 14 7.00 7 98
15 15 7.50 7 105
16 16 8.00 8 128
17 17 8.50 8 136
18 18 9.00 9 162
19 19 9.50 9 171
20 20 10.00 10 200
21 21 10.50 10 210
22 22 11.00 11 242
23 23 11.50 11 253
24 24 12.00 12 288
25 25 12.50 12 300
26 26 13.00 13 338
27 27 13.50 13 351
28 28 14.00 14 392
29 29 14.50 14 406
30 30 15.00 15 450
31 31 15.50 15 465
32 32 16.00 16 512
33 32 17.02 17 544
34 32 18.06 18 576
35 32 19.14 19 608
36 32 20.25 20 640
37 32 21.39 21 672
38 32 22.56 22 704
39 32 23.77 23 736
40 32 25.00 25 800
41 32 26.27 26 832
42 32 27.56 27 864
43 32 28.89 28 896
44 32 30.25 30 960
45 32 31.64 31 992
46 32 33.06 33 1056
47 32 34.52 34 1088
48 32 36.00 36 1152
49 32 37.52 37 1184
50 32 39.06 39 1248

速度
(ipm)

ジョブ数/
日(NJOB)

端数未処理画
像数/ジョブ

画像数/
ジョブ 画像数/日

51 32 40.64 40 1280
52 32 42.25 42 1344
53 32 43.89 43 1376
54 32 45.56 45 1440
55 32 47.27 47 1504
56 32 49.00 49 1568
57 32 50.77 50 1600
58 32 52.56 52 1664
59 32 54.39 54 1728
60 32 56.25 56 1792
61 32 58.14 58 1856
62 32 60.06 60 1920
63 32 62.02 62 1984
64 32 64.00 64 2048
65 32 66.02 66 2112
66 32 68.06 68 2176
67 32 70.14 70 2240
68 32 72.25 72 2304
69 32 74.39 74 2368
70 32 76.56 76 2432
71 32 78.77 78 2496
72 32 81.00 81 2592
73 32 83.27 83 2656
74 32 85.56 85 2720
75 32 87.89 87 2784
76 32 90.25 90 2880
77 32 92.64 92 2944
78 32 95.06 95 3040
79 32 97.52 97 3104
80 32 100.00 100 3200
81 32 102.52 102 3264
82 32 105.06 105 3360
83 32 107.64 107 3424
84 32 110.25 110 3520
85 32 112.89 112 3584
86 32 115.56 115 3680
87 32 118.27 118 3776
88 32 121.00 121 3872
89 32 123.77 123 3936
90 32 126.56 126 4032
91 32 129.39 129 4128
92 32 132.25 132 4224
93 32 135.14 135 4320
94 32 138.06 138 4416
95 32 141.02 141 4512
96 32 144.00 144 4608
97 32 147.02 147 4704
98 32 150.06 150 4800
99 32 153.14 153 4896

100 32 156.25 156 4992

表11：1～100ipmの製品速度について算出された1日あたりの画像数


